
 
                                                                     

（令和５年 11 月２日発表） 

第２回静岡市感染症対策協議会を開催 

別紙資料  有・無                        

 

 

◆アピールポイント 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）に規定

する予防計画の策定について協議を行います。 

◆日 時 
令和５年１１月８日（水） 

午後５時００分～１時間程度 

◆場 所 
静岡市役所 静岡庁舎 新館９階 特別会議室 

（静岡市葵区追手町５－１） 

◆出席者 委員：１２人（別紙名簿のとおり）ほか 

◆内容など 

 

１ 静岡市感染症対策協議会とは 

 「静岡市感染症対策協議会」とは、令和４年１２月に感染症法が改正され、

新たに保健所設置市においても定めることになった予防計画の策定並びに推

進に係る検討を行うことを目的とした協議会です。（委員１２人） 

 

２ 主な内容（予定） 

今年度新たに定める予防計画の素案等について協議します。 

 

３ 予防計画とは 

 新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、新たな感染症の発生・まん延に備

えるため、関係機関等との連携、保健所や検査等の体制などについて定めるも

のです。 

 

【問合せ】 保健所保健予防課 

   静岡市葵区城東町２４－１ 

   城東保健福祉エリア 保健所棟２階 

     担当 阿部、石川 

電話 ０５４－２４９－３１７８ 

報道資料 




